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ネ ッ トワー ク環境における知的財産権保護 に関する研究

夏 井 高 人☆

AStudyoflntellectualPropertyProtection

ontheInformationNetworkEnvironment

-Abstract－

TakatoNATSUI

1ネ ッ トワー ク環境 の 特性

1.1複 製 の 容 易 性

イン ターネ ッ トやLAiTな どに代 表 され る情報ネ ッ トワークは、 コン ピュー タに よる情 報のデ ジタル処

理 を必須 の もの と してい る。 現在の ノイマ ン型 コン ピュー タの アー キテ クチ ャ並びに イ ンター ネ ッ トの

基本要素で あ る ↑CP/IPな どのプOト コル 及びパケ ッ ト通信 の仕組 み は、デ ジタル情報 の複製 を必須の プ

ロセ ス と して 要求す る。 逆 に、デー タの複製 がで きないと ころでは、 コ ン ピュー タは 全 く動作 せず 、デ

ータ通信 もな され 得な い。す なわ ち、 コン ピュー タ ・システム やネ ッ トワー ク ・シス テ ムは、デー タの

複製 がな され 得 ることを本質 とす る もの であ る。 この こ とは、 基本的 に、情報 が媒体 に 固定 され 、そ の

複製 も必ず しも容易 では ない現 実世界の プ ロダク トの あ り方 とは相 反す るもので ある。・そ して 、コ ン ピ

ュータ ・プ ログラムに よってデ ータが暗 号化 され た り、複 製防 止措置 が施 され て いた りした と して も、

特定のデ'-T－夕が ター ゲ ッ トとな るコン ビ;L'一ク装 置 で処理 され る瞬 間に は、必 ず複製 可能 な元 のデー タ

の状態 にな ってい なけれ ばな らない ため、ネ ッ トワー ク環境 の 中に存 在す るデ ジタル 情 報は、 常に複 製

可能で あ り、複製 を阻止す るこ とが できない。 しか も、現実世 界 におけ る複 製 と異な り、 コン ピュー タ

処理 され るデ ー タの複製 は、非 常に容易で あ って、.短時間 内に無数 の複製 を作成す る ことが 可能 で ある。

アメ リカ合衆 国連 邦政府 ホ ワイ トハ ウス め情 報イ ン フラス トラクチ ャ ・タス ク ・フォLス に よる 「知

的財産権 と国家情報イ ン フラス トラクチャ:知 的財産権 ワー キ ング ・グルー プ ・レポー ・ト(onIntellectual

Proper.tyandtheNationalInformation,Infrastrubture:TheReportbfTheWorkingGrqupon

IntielleetualPrepertyRights)」 は、'インター.ネ'ットをた とえて1ネ ッ トワー クそれ 自体が 巨大な複 製

装置」 のよ うなもの だ と表現 してい るが、 ま さに、ネ ッ トワー ク環境 の最 大 の特徴 を と らえた もの とい
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うことができる。

現実世界の知的財産権は、そのターゲ ッ トとなる権利 を属性 と して持つプロダク トを記録 した媒体の

製造過程や流通経路を押 さえることによって、その権利の コン トロール を可能としているが、一定の例

外 を除き、媒体固定性がなく、流通経路 も限定されないネ ッ トワーク環境においては、媒体の製造経路

などを押 さえることによっては、 周的となるプロダク トの権利 をコン トロールすることができない。

他面では、純粋なデジタル ・コンテン トとしてのプロダク トやサービスは、それが開発 され リリース

された瞬間に、潜在的な生産過剰の状態にあるとい う,こともできる。経済システム中にお ける財の価値

(価額)は 、財の希少性に由来す るものであるか ら、潜在的な生産過剰にあるプロダク トやサー ビスは、

価額のある財 であるとはいえない。 このことは、観念的には知的財産権 とい う無形の価値があるとされ

ているものであって も、デジタル ・コンテン トとい う存在形態をとる場合には、そ うであるがゆえに、

財産権 としての実質である財 としての属性を喪失 していることになる。 この観念 と財 としての実質との

乖離現象は、現時点では十分に認識 され ているとはいえない し、その乖離を解決する合理的な方法を見

いだすことも困難である。

1.2匿 名 性

ネッ トワーク環境においては、デ ジタル情報のみが流通する。 このデジタル情報は、デ フォール トでは、

そのオーナーが誰であるかを示す情報(識 別 情報)を その中に含んでいない。 このため、原則 として、

コンビニ・一一ータ処理 され るデジタル1吉報は、匿名(anonymous)の ものである。 このことは、現実 世界にお

ける社会的観点からは知的財産権を付着 させた ものであるはずのデジタル情報が実は権利主体を示す情

報をその中に含まないで流通 ・処理 され るのがデフォル トであることを意味す る。他方では、無権限コ

ピーを含め、特定のデジタル情報が現実世界の社会的観点か らは権利侵害であると評価 されるような方

法で使用又は複製された としても、 当該使用ない し複製等にかかるデジタル情報それ 自体の中にはその

オーナーを示す情報が含まれていない以上、当該デジタル情報それ 自体か らは、その使用ない し複製等

が違法であるかどうかを識別す ることができないことにな る。

もちろん、デジタル情報は、そのオーナーが誰であるかを示す情報(識 別情報)を その中に含む こと

がある。た とえば、RSAやPGPな どの方式 による電子署名 によって電子的な本人認証が付 されたデジタル

情報はそ うである。 しか し、ここでい う本人認証 とは、当該認証業務 において、約款や規格等により予

め定められ た一定の証葱を、ある一定の手順に従って確認 したことを示 しているに過 ぎない。 したがっ

て、認証 された本人が真の権利者ない し被害者である保証はない。逆に、認証 された本人が知的財産権

侵害の加害者 となる場合において、その者 を現実に被告 として訴訟の相手方 とな し得 るものであること

を 保証す ることはない。現実世界においては、本人 として保証 される者 は権利侵害者 となる場合には被

告 として訴訟の相手方 とす ることが可能であ るものと認識 され ることが多い と思われ る(た だ し、この

認識それ 自体がグローバル化 した国際経済環境 においては希薄化 しつつある。国内的に も大量取引にお

いては同 じ問題が発生する。)。しか し、ネ ッ トワー ク環境においては、本人認証がなされている場合に
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おいてさえ、訴訟によって権利 を確保 ・回復すべき相手方であることの確実な保証があるとはいえない

とい う特色がある。

1.3課 金 の困難

現実社会における課金のための最大の担保は、プ ロダク トやサー ビスな どの対価の支払いが同時履行

的になされることによって、あるいは、物的 ・人的担保の後発的 な実行を含む社会的サンクションの実

行又は実行可能性に裏打ちされた心理強制によってである。 しか し、ネ ッ トワーク環境においては、そ

のいずれ もが現実的な ものとして準備 されている とは限 らない。 とりわけ、デジタル ・コンテンツやネ

ットワー ク上のみで完結す るサー ビスにあっては、そ うである。

もちろん、対価の先履行給付を義務付けることによる解決 も既にな され ている。た とえば、 クレジ ッ

ト・カー ドや電子マネーによる決済がそ うである。 この場合、クレジッ ト・カー ド又は電子マネーのオ

ーナーであることを示す会員番 号その他の文字コー ドの送受信に よって一種の与信がなされ、最終的 に

は現実世界における通貨決済を後に行 うことになるが、この文字 コー ドの送信を取引の先行条件とす る

ことによって、取引によ り発生する対価の徴収を現実ll堺 の社会システムが機能す るデ ィメンションへ

と強制的に移行 させ ることが 可能 となる。 また、プ リペイ ド式の決済では、現実世界における支払を先

行させ、その支払額を示す文字 コー ドと度数計算によって、対価 の徴収 を確実な もの としている。 しか

し、ここで用い られ る課金対象取引、取 引当事者及び現実世界での対価徴収への移行プロセスがすべて

特定の文字 コー ドのみによってなされ るのである以上、当該文字 コー ドの偽造を含む悪用がなされる場

合においては、対価の正常な課金がなされ得 ない。通常、 この問題を解決す るために損害保険が利用 さ

れるが、それに よる場合であって も、安全な取引のた めに社会全体が負担すべきコス トは莫大な もの と

なってお り、その額 も増大傾向にある。

現在のネ ッ トワーク環境においては、上記本人認証の問題 も含め、課金のための安全で確実なプラ ッ

トフォームが準備 されているとは限 らないことになる。 このことは、知的財産権の付着 したプロダク ト

ない しサー ビスの流通において、その購入又は利用の対価 を徴収す るとい う場面においても全く同様で

ある。

1.4不 安定 性 ない し信頼確 保 方法 の欠如

現在の私法の通説的見解は、権利実在説に立脚 している。訴権と実体権 とは明確に分離 されている。

たしかに、主権国家を前提とす る現実世界は、.国家によって権利の実効性が担保 されているといえる。

しか し、ネ ッ トワーク環境においては、国家による権利の実効性担保が機能 しない場面が多々ある。

とりわけ、国境を越えた電子取 引はそ うである。知的財産権にあっても、 日本国以外の国家主権に服 し、

El本国の領土にいない者か らの、あるいは、そのよ うな者 に対する権利の行使は、・実効性が担保 されて

いるとはいえない。

目下のところ、この問題を解決す るために国際協調主義(ハ ーモナイゼーシ ョン)の 大義名分の下に、
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様々な条約や国際的な取 り決めがなされているほか(TRIPs(trade-relatedaspectsofintellectual

propertyrights)合 意やWIPOの 著作権条約な ど)、任意的な部分社会の規範のモデル となるべきガイ ド

ライン等も示 され、その遵守が求められている(OECD、UiNCITRAL、EUな ど)。だが、これ らの方法は、最

終的には各主権国家に よる権利の実効性担保が社会システムとして準備 されている場合にのみ合理的に

機能する枠組みである。 したがって、これ ら条約その他の国際的合意は、それに加盟 しない国家の主権

に服す る者 にとっては、何 らの意味も持たない。

さらに、現実世界においては、特定の権利義務関係 に入る者の数は限定 されてい るのに対 し、ネ ッ ト

ワーク空間では、法的 なできごとが電子的なイベン トとして発生 し、デジタル ・データの処理 として機

能するがゆえに、特定の種類の権利義務関係が瞬時に して極めて多数の者の間で発生するごとが しばし

ばある。たとえば、Napster事 件の例で も見 られるよ うに、非常に短い時間の間に、何千万人 もの者が同

時に、しかも、各人固有のもの としてデジタル化 された音楽コンテンツの著作権侵害である可能性が高

い行為をして しま うことがあり得 る。このよ うなことは、今後ますます増加するだろ うし、現在でも、

電子メールを利用 したデジタル ・コンテンツの流通は、Webサ イ トを利用 した流通の数倍以上の規模に達

していると見 られ ることか ら、現実世界ではとうてい予想することができないほどの大量の法的問題を

含むイベ ン トが極めて短時間に発生 し続 けることになる。そ して、この ような大量のイベン トを処理す

るための司法制度を人類 は持ち合わせてはいない し、今後 も、そのようなイベ ン ト処理のための合理的

な社会システムを構築することは、有限な時間 と能力の範囲内でタスク処理をする しかない生 きた人間

がそのシステムの運営をするもの として構築するのである限 り、永久に不可能である。1万 人の権利者

が1人 の加害者 に対 してクラス ・アクシ ョンを提起することは可能だが、1入 の権利者 が1万 人の個々

別々の舶害者 に対 して合理的な期間内に司法的解決を得 るための社会システムを構築する方法を人類は

知 らないのである。 しか し、ネ ッ トワー ク環境は、そのような事態の発生を既に準備 して しまっている

とい うことを上記Napster事 件は如実に示 しているとい うこ とがで きる。 この事件は、著作権だけでは

な く、すべての種類の知的財産権に共通する問題点を提示 して しまっている。

このように司法システムが機能 し得ない法的イベ ン トを発生 させるものである以上、ネ ッ トウーク上

の権利は、名 目的なものとならざるを得 ない。すなわち、ネッ トワーク環境では、権i利は、実在すると

い う名 目だけの存在 となっている可能性が高い。 このことは、権利の実在す ること及び権利侵害に対 し

司法 とい う社会システムが合理的に機能することを前提 として構築されている知的財産権の法 システム

に対 し、巨大な不安定性 を与えることになる。そ してまた、この ような不安定性は、権利 の存 在及び実

現が高度かつ安定 した確率で保証 されていることを前提に リスクと投資を計算す る経済システムに対 し、

信頼確保を保証 していないことをも意味す る。

1.5技 術的 な対応の限 界 、

デジタル ・コンテンツの知的財産権 とりわけ著作者の権利である複製権が事実上機能 しないこと、ネ

ッ トワーク環境ではそのことが著 しく拡大することは広 く認識 されている。'それ ゆえ、デ ジタル ・コン
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テンツの無権限複製を防止 し課金処理を確実なもの とするな ど、デジタル ・コンテンツの流通をコン ト

ロールす るための技術的保護手段の開発 とその法的保護の必要性が認識 された。そ して、上記合衆国白

書を契機 として、WIPOの 場で新著作権条約が締結 され(1996年)、 これを受けたかたちで各国の著作権

法も改正されてきた。た とえば、アメリカ合衆国ではデジタル ・ミレニアム著作権法(DigitalMillennium

copyrightAct;1998年)が そ うであ り、 日本国では1997年 及び1999年 の著作権法改正等がそ うであ

る。この結果、著作物の公衆送信(著 作権法23条1項)及 びその技術的保護手段が著作権法(2条1項

12号 、30条1項2号)及 び不正競争防止法{2条1項10号 、ll号)に よって保護 されることとなった。

しか し、技術的な対応 は、それが技術的な対応であるがゆえに、常に限界が ある。ある特定の技術は、

その技術の背景 となってい る基盤原理 に基づいては確実な もの として機能するが、他の基盤原理に基づ

く別の方法によっては容易 に破 ることができるか らである。た とえば、音楽のデジタル ・コンテン トに

っいて見ると、暗号化 され、特定のプログラムを利用 しなければ聴取できないような保護手段 を開発 し

たと仮定す る。 この方法 によ り、確 かにネ ッ トワー ク環境の中では無権限複製や 無権限公衆送信を阻止

できるか もしれない。 しか し、音楽は最終的には音波 となって人間の耳に届 くのでなければならない。

そ うである以上、 この音波のサンプ リングに よって別のデジタル ・コンテ ン トを形成することは技術的

に容易な ことである。 しか も、この ように して実質的な複製を実行 したと しても、コンテ ン トを保護す

るためにプログラムその他の保護手段 を何 ら破壊 した ことにも回避 したことにもならない。 ここでは、

デジタル ・コンテ ン トその ものではな く、そ こか ら出力 され るア ウ トプ ッ トの写像類似の情報 を新たに

記録 しているだけに過 ぎない。すなわち、ネ ッ トワー ク環境の 中においてのみ機 能する保護手段は、ネ

ットワーク環境を離れた ところでは機能 しない。

このよ うに技術的な対応 による権利保護及びその権利保護システムの法的保護は、それが機能可能 な

環境が限定 され ている。 したがって、技術的保護手段の法的保護によって知的財産権及びその流通業者

の利益を確保できる範囲にはおのず と限界があることになる。

1.6権 利 の体 系 の流 動 化

ネ ットワーク空間では、すべての現象が特定の最小処理時間単位 内における0又 は1と い う二価のデ

ジタル信号の処理 とい う形式で出現する(た だ し、今 後は特定の最小処理時間単位内にお ける三価以上

のn価 のデータ処理の世界へ と移行する見込みだが、そ こでも特定の種類 の信 号処理のみによってデi・・一・

夕処理がなされる とい う基本構造に変化はない。)。そのため、現実世界 における社会的観点か らは異な

る現象として評価可能 なことであっても、ネ ッ トワー ク環境内での姿は同一である。また、現実世界で

は、人間の行動及び判断の速度に合 わせて個 々の主観的世界が形成 され るため、実際には、異なる複数

の法現象が競合 して発生 してい る場合であっても、観察者に とって最 も関心のある現象のみがそこに存

在す るものとして認識 され ることが多い。 これに対 し、ネ ッ トワー ク環境においては、デジタル ・デー

タの処理 とい う単一の方式によってすべての ことが実行 されるのであるがゆえに、非常に多 くの者によ

つて法現象の競合が観察 しやすい ものとなっている。 さらに、異なる業種 ・業態の者であっても、ネ ッ
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トワーク環境において実際に合理的に機能す るもの として利用可能 な電子技術の種類が極めて限定され

ているため、現実世界にお ける社会的観点か らは全 く異なる ものとして評価可能なタスクが、同一一の メ

ソッドによって実行 されることが非常に多い。

このことか ら、ネッ トワーク環境では、現実に利用可能なメソッ ドの種類によって権利の体系が変容

を受ける。 たとえば、デジタル ・コンテン トの流通では、実質的に見て、商用ではない私的なコンテ ン

トにかか る著作者の権利は一応度外視 して、商用の コンテン ト及びそのための技術的保護手段の法的保

護のみが強化され る傾向があるが、 これ は、本来、不正競争の問題 である。それゆえ、β本国において

は現実に、著作権法及び不正競争防止法の改正によって技術的保護手段の法的保護がはかられ ることと

なった。 ビジネス方法特許 にあっては、た しかにそれは情報通信技術を利用 した装置発明又はソフ トウ

ェア発明なのか もしれないが、実質的には、ネ ッ トワーク環境において特定の種類の商売が競合するこ

との阻止を 目的 としてお り、要するに不正競争防止法 の問題である。 ドメイン名の権利やデータベース

の権利で も全 く同 じことが言える。 これ らは、非商人である私人の人格権 としての権利の側面及びそれ

に関連す る問題 を度外視 している点が問題ではあるが、少な くとも、これまで異なる産業政策法の系の

中に別個に位置づけられていた ものが、実は、同一の現象の異なる側面に過ぎず、産業界は、利用可能

な様々な法制中の都合の良い ところだけをツール として利用 してきたのに過ぎない とい うことを如実に

例証するもの と理解することが可能である。

この よ うに して、ネ ッ トワー ク環境 において機能 可能な様 々な法 システムは、流動化 し 「単一化

(unification)」 の方向へと大きく動いている(拙 著 『ネッ トワーク社会の文化 と法』(日本評論社199了)

序論参照)。 にもかかわ らず、現実 世界においては、 目下の法システムは伝統的なカテ ゴリー区分によっ

て構成 されているものと理解 されたままであ り、その ようなもの として運営され続 けている。 この点に

関する巨大なギャ ップは、法システムの運営に対 して も大きな悪影響を与えることになる。伝統的なカ

テゴリーを維持 しようとす るとネ ットワーク環境では合理的に機能することのできる法システムが与え

られない ことになる。逆に、ネ ッ トワーク環境の ように単一化傾向を持つ法システムを現実世界にも投

影すると、現実の社会経済システムを根底か ら覆す よ うな変革を要求す ることに もなろう。現実世界の

人聞は、目の前に存在す ると信ずる幻影 ・妄想によって心理的安定を得ながら生きているのであって、

真理を現実世界に直接 に反映することは、経済社会の崩壊 と全人類規模 でのモラル破綻をもたらす こと

になろ う。この二律背反を調整する原理は、伝統的な法システムの修正作業によっては得 られず、ネ ッ

トワーク環境 に特有の法現象のみをオブジェク トとす る新たなシステムを構築す る以外にないが、その

青写真は、未だ十分には提供 されていない。,

2ネ ッ トワーク上の特性を考慮 した知的財産権保護システム構築

2.1考 慮 すべ き要素

ネ ッ トワー ク上の著作物の流通及び権利保護 に関 しては、これまでの ところ、コピーマー トや超流通
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などのシステムが提案されてきた。 しか し、これ らのシステムない しその提案は、ネ ッ トワーク環境の

特性に対 し、余 りに楽観的に過 ぎる見通 しを前提 にす るものと言わざるを得ない。

ここまで論 じてきたネ ッ トワーク環境の特性に基づき考察す ると、仮にネ ッ トワー ク環境において特

定のデジタル ・コンテン トの知的財産権を保護すべきもの とす る場合、次の各事項を考慮すべ きである。

)

)

)

)

)

a

b

C

ＬU

e

コンテ ン トの利用及び流通を自動的かつ完全に監視できること

コンテ ン トの利用又は購入 について完全に課金できること

利用者の最新かつ詳細な個人情報 を常に完全に入手できること

法的な紛争処理を合理的な期間内に自動的に実行処理できること

全人類が同時にイベ ン トを発生 させた場合で も機能す ること

2.2必 要 な要 素 を考 慮 したモ デル

上記要素を考慮 してモデルを構築すると、 コンテ ン トのネッ トワーク内の姿であるデータをカプセル

化し(技 術的保護手段など)、 これに識別符 号(著 作権管理情報な ど)を 付属させた上で、利用者情報、

課金情報及び権利侵害情報を自動的にリンクするデータベースを構築 し、課金処理や権利侵害に対する

ネットワーク ・サンクションの発動の必要が発生 した場合には、 当該 コンテ ン トを自動的に破壊 してコ

ンテン トの利 用を停止させた り、義務者の預金口座の封鎖や 自動引き落とし処理 した り、あるいは、保

険処理 を自動実行 した りす ることな どによって可及的即時にエ ラー処理 を含むイベ ン ト処理ができるシ

ステムをモデル として考えることになる。

なお、このモデルは、 さらに、知的財産権の集中管理とい うタイプのモデルとして構築することも可

能であるし、権利者それぞれが ローカルに運用す るシステムの総体 として構築することも可能である。

前者の場合、国際特許制度の立法動向や著作権の集中管理団体の動向にも見 られ るように、特定の国家

や組織 ・団体がそれ以外の国家、組織 ・団体ない し個人を独占的 に監視 ・管理する世界環境を導出する

ことになる。後者の場合には、知的財産権の権利者同士のコンフリク トが常に発生 し、それを解決する

ための別の中間システムを構築 しなければな らないことになるが、この場合でも、その中間システムは、

国際的な紛争 をも解決する機能 を持たなければな らない以上、特定の組織 ・団体にのみ管理権が有する

ものとして構築せざるを得ない。その結果、後者のモデル として構築する場合であっても、結果的には、

特定の国家や組織 ・団体がそれ以外の国家、組織 ・団体ない し個人を独 占的に監視 ・管理す る世界環境

を導出することになる。前者 のモデルと後者のモデル との相違点は、独 占的な管理システムを誰が構築

するのか とい う点に関する相違に過ぎない。

2.3メ ソ ッ ド

上記モデル を実現するためには、モデル を実現するためのメソッ ドとして、次の各方法をシステムに

組み込む ことが必須となる。 これは、全体としてのシステムを構成す る基本モジュールの設計図となる。
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なお、詳細仕様は、本報告書の頁数等の関係上省略する。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

a

b

C

d

e

f

g

h

i

コンテンツ利用関係を形成するサー ビス管理システム

コンテン ト及びユーザ情報をすべて収納す るデータベース

個人識別情報認証システムと結合 された 自動課金システム

損害賠償金徴収及び コンテン ト利用停止を含む契約条件の自動実行システム

b)な い しd)の 実行のための監視システム及びエージェン ト・システム

課金や損害賠償金の課金失敗の場合に即時に自動的に機能する保険処理システム

これ らすべてを統合的 ・自動的に管理するためのオペ レー ション ・システム

これ らのシステム運用のためのユーティ リティ

不正なイベン トの発生を監視 し自動的に制御する防衛 ・保安システム

2.4実 装 とオ ペ レー シ ョ ン

上記 メ ソ ッ ドは、 プ ログラム と して実装(イ ンプ リメン ト)さ れ 、その オペ レー シ ョンは 、人 に よっ

てでは な く、 オペ レー シ ョンを管理す るた めに 自動処理 シス テム によ って無 人で実行 され る。

ヒ トの行 う作 業は 、全 体 と して のシ ステムの稼 働状 況 を監視 し、フ ィー ドバ ック に よ りシステ ムの改

善 ・更新 な どを行 うこ とだ け とな る。 そのた めの 作業 は 、ご く少 数 の人間 だけで足 りるであ ろ う。

3問 題点の指摘 と今後の方向性

上記方法論は、あくまで も知的財産権をネ ッ トワーク環境でも十分に保護すべきもので あるとい うこ

とを大前提 としている。 しか し、いわゆる南北問題を含め、この大前提に関す る各主権国家の認識は、

一致する ものではないどころか非常に厳 しい対立構造が依然 として継続 している
。 このため、ここで提

案 した方法論を実装す ることは、直ちに巨大な国際紛争を惹起す る危険性 を含んでい ることに留意 しな

ければならない。

また、ここでい う商売 とは、一一定程度以上の規模の会社企業による商売 を念頭に置 くものであって、

SOHOや ベンチャーを含む個人企業を念頭に置 くものではない。 しか し、現実世界の社会的観点か らする

と非常に小 さく弱小企業 としてみな され る個人企業であって も、ネ ットワー ク環境ではそのよ うな姿で

登場するものでも機能するものでもない。 このギャップを埋めるためには、会社ではない個人が 「株式j

とい う形式で出資を募集 し利益配 当によって投資に応 えるとい うよ うな株式個人とい う法制度を新たに

創設す る必要がある。現在の法システムにおいては、個人は 「借入金」 とい う一種類の社会的方式で投

資を募集す ることしか認め られていない(イ ギリスにおいて女性モデルが個人に対す る株式投資を募集

したとい うニュースが伝え られているが、個人に対す る株式投資 とい う社会的構造体と同様に、「株式個

人」とい う21世 紀の社会的構造体もイギ リスから始まるのか もしれない。)。会社企業においては 「株式j
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(出資)と 「社債」(借 入金)と い う2種 類の投資メソッ ドが準備 されてお り、投資金元本の返済義務の

有無 とい う社会経済上の利益や税制上の利点その他の諸利益を比較検討 してみ ると非常に不合理である。

現在の会社 という企業システムは、大規模な工場設備や事務システムを必須の成 立要素とする20世 紀以

前の技術的基盤 を念頭に置いて構築 されているのであるが、ポス ト20世 紀においてはこのパラダイムそ

れ自体が ローカルな ものへ と変容す るのである。 しか し、現実には、会社企業の既得利益を保護すべ し

との要求のほ うが大 きすぎる。 日本国では我妻栄が構築 した法理講中に顕著に見 られるよ うに、「企業活

動は団体法理によって規律 される。」とい う特殊歴史的制約下に形成 された固定観念が支配的である。 し

か し、有限責任による個人投資を実現す る法的枠組が実現するためには、21世 紀 においては、これを大

幅に修正 し、f企 業活動は団体法理によって合理的に規律 されてきたが、今後は、法主体が自然人である

か法人であるかを問わず、純粋に投資 と配 当を確保 して経済活動の法的支持基盤を構築す るとい う観点

から企業の経済活動を法的 に規律すべきである。」 と仕切 り直す必要がある。そ して、純粋に行動類型 と

しての 「企業」概念 を構築 した上で、それに即応する新たな法システムを構築 しなければな らない。

さらに、ネ ッ トワーク環境では、コンテンツにまつわる諸権利の人格権的側面 も無視 してはな らない。

しか し、ここで提案 した方法論は、あくまで も商売 としてのデジタル ・コンテン トの流通コン トロール

を目的 とするものである。 もし人格権的側面も保護すべきものとするのであれ ば、現実世界の法システ

ムそれ 自体の根本的な改造が必要になるであろ う。すなわち、特定のコンテン トの財産権的側面と人格

権的側面 とを調和的に保護 しようとす るのであれば、異なる行動原理を同一のメソッ ドで実行できるよ

うなインプ リメン トを考え出さなければならないのである。 ここでは、同一のメソッ ドを利用するもの

であ りながら、同時に、モデル もオブジェク トも異なるものであるがゆえに、メソッ ド構築の手法それ

自体を多重的なもの として再モデル化する必要がある。そのような必要性に十分に応えられるだけの基

本的なパラダイム変換が求められる。この点にも十分に留意すべきである。

加えて、上記メソッ ドは、知的財産権保護を最重点の目標 としたモデルに基づ くものである。 このモ

デルを実現す るためのメソッドは、知的財産権の保護のための最適解を得 るための一つの方法 とな り得

る。 しか し、義務者の管理をネ ッ トワーク環境において徹底す るとい うことは、それ と同時に、権利者

の側において、義務者であるユーザの個人情報を完全に把握することを可能とす るし、また、そ うでな

ければ このメソッドは十分 に機能 しない。なぜな ら、 コンピュータ ・システムにおいては、権利侵害 と

なるイベン トやデー タの存在を認識するためには、すべてのイベン トやデータを予め監視 しコン トロー

ルできなければならないか らである。その結果、知的財産権は保護 されても個人のプライバシーは消滅

して しまうとい う根本的な問題がある。そ して、 もし知的財産権の保護 とプライバシーの保護とをバラ

ンスさせよ うとす るのであれば、ネ ッ トワーク環境においては知的財産権の保護 を徹底 してはならず、

ある程度の保護で満足すべきであるとい うポ リシーを選択すべきことになる。

他方で、上記方法論は、現実社会における司法プ ロセスを介在 させずに法的紛争を自動処理するシス

テムを内包 している。 ここでは、利用契約(約 款)の 貫徹のみが優先 し、全体 としての正義が維持 され

る保証は存在 しない。このことが、 コンテン トのユーザにとって多 くの不利 益をもたらすかもしれない
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ことは自明である。 また、このシステムは、主権国家の司法権を無視 しなければ成立 しない。 このこと

が、現在の国際環境の下において、合理的なもの として受容 されるのは難 しい と思われ る。 しか し、そ

うであるとい うことは、このようなシステムが現実に機能 してしま うかどうかとは無関係なことである。

政治学ない し経済学的な観点から見た場合、司法システムは、財の流通 と対価の確保のためには制約条

件の一つ として機能す る。現実世界では、紛争解決システムとして機能することによって司法 システム

の存在を合理的なコス トとして計算可能であるが、上記モデル においては、合理的な コス トではなく単

純に阻害要因 となる。すなわち、ネ ッ トワーク環境 において知的財産権保護を徹底す ることは、司法プ

ロセスの介在を排除することを必須の ものとする。その結果、基本的人権を含む他の諸利益に対 し、経

済的利益だけを最優先に取 り扱 うことになるという帰結が論理必然的な結果 として導出 されるのである。

そこで、知的財産権を社会システム全体の中でバ ランスのとれた ものとして保護す る必要性が出て く

る。そ して、知的財産権以外の諸利益を考慮 し、それ らとのバランスを目標 としてモデル とメ ソッ ドを

構築するのであれば、知的財産権も現実の社会システムの中で認知 された法的利益の一つに過 ぎない以

上、その権利 としての保護 にも自ず と内在的な制約があ り、その保護を完全なもの としてはな らない と

い うことを承認すべきだ とい う結論が最 も正 しい解である。

(なつい たか と)
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